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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月28日に提出いたしました第52期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項にお

きまして一部に訂正（記載不備における追加）を要する箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書

を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

第６ 提出会社の株式事務の概要 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は、  線で示しております。 

  

  

第一部【企業情報】 
  

第４【提出会社の状況】 
  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  （訂正前） 

(1）～ (10）＜省略＞ 

  

  （訂正後） 

(1）～ (10）＜省略＞ 

(11）株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項 

① 自己株式の取得 

 当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役

会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。 

  

② 中間配当 

 当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎

年９月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で

定めております。 

  

  

 



第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

  （訂正前） 

 （注） ＜省略＞ 

  

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 1,000株 10,000株

剰余金の配当の基準日 ３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 全国本支店

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 全国本支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。



  （訂正後） 

 （注） ＜省略＞ 

  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 1,000株 10,000株

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 全国本支店

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 全国本支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載
して行います。 
（公告掲載ＵＲＬ） http://www.sansei-group.co.jp 

株主に対する特典 該当事項はありません。
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